
第９回「車いすに乗るときのケア」
　 車いすに長時間乗っていると、同じ部分に体重がか
かり続けるのでとても疲れます。座る姿勢を変えるだ
けでも多少楽になりますが、慣れていても辛いもので
す。乗り終わった後の、マッサージが欠かせません。また、足を曲げた状態だと余計な力が
入るため、仕事中席にいるときは、写真のようにできるだけ足を伸ばしています。
　加えて、衛生面の心がけも必要です。車いすをこぐと手が汚れるのですが、すぐに洗えな
い場合もあるため、ウェットティッシュが役に立ちます。このほか、座面クッションを毎日
乾かしたり、タイヤを拭くことも欠かせません。車いすで過ごすための準備は、自力ででき
るものばかりではありません。家族や周囲の人の支えに感謝したいです。（小鹿）

　一宮市神山公民館の新しい施設での運用が令和元年10月1日から始まりました。市内では、各
連区の公民館が順次改築され、また、市町村合併に伴い尾西地区にも公民館の整備が進められ
ており、公民館活動の活性化につながっています。市内23連区の公民館活動は、それぞれ置かれ
た状況が異なっています。
　かつての公民館は地域住民のための主に学びや集会の場として造られ、生涯学習の拠点とし
て発展してきました。今、施設の充実が図られ、地域住民のためのコミュニティーセンターとして、
新たな飛躍の時となっています。
　神山連区の公民館活動は、5つの部（魅力ある地域づ
くり部、家庭・青少年学習部、成人・高齢者学習部、女性学習部、
体育レクリエーション部）が担っています。そして、各種講
座、連区運動会、スポーツレクリエーション大会、趣味
クラブなどの発表の場（ワンデーパフォーマー）、作品
展などいろいろなことを行っています。
　神山連区では地域づくり協議会が作られたことによ
り、新たに協働事業が実施され、地域社会の状況が大
きく変わろうとしています。
　人と人が交流し、学び、そして充実した生活を送るこ
とこそが私たちの目指すべきものなのではないでしょ
うか。

　『エンジョイ・エアロ』は、障害のある方のエアロビクスグループです。毎週木曜日の夕方に、メ
ンバーのみんなでエアロビクスを楽しんでいます。
 グループが誕生したのは約17年前。現メンバーの母親がエアロビクスを習っていた時、障害の
ある子どもたちの発育にも有効ではないかと考え、講師の河合先生に相談したことから始まりま
した。当初は、十数名の小学校低学年の児童で始めたのです
が、現在は全員が社会人になっています。現メンバーは、男女
合わせて20名です。福祉施設の行事など様々なイベントに参
加し、エアロビクスを披露しています。人前で発表する事は、本
人たちの良い刺激になっているそうです。
　このグループを見学して、グループ名そのまま皆さんがエン
ジョイしていて、笑顔が素敵だったことが印象に残っています。
河合先生を中心に一緒に音楽に合わせて踊っている姿を見て
いると、感動、元気、そして温かい心をいただくことができ、癒
されました。

神山公民館は、いちのみや中央プラザ
１階に移転し令和元年10月から運用開始

メンバーのみなさん。行事で
練習の成果を披露しています！

編集ボランティアのページ編集ボランティアのページ

車いす使用の職員発
信

●担当編集ボランティア / 日置雅夫・岩下茂子

地域社会で50年以上に及ぶ活動
公民館活動の新たな飛躍と地域の再生

さまざまな障害を抱えながら頑張っているグループ
『エンジョイ・エアロ』を紹介します

日常生活自立支援事業をご存知ですか？

生活福祉資金貸付制度のご案内

認知症や知的障害、精神障害があり、日常生活に不安を抱える方のために、下記のようなお手伝いができます。
支援内容 利用料

★福祉サービス利用のお手伝いをします
・福祉サービスの利用に関する相談・情報提供
・福祉サービスの利用料の支払い手続き

★日常的なお金の出し入れをお手伝いします
・年金、福祉手当の受領に必要な手続き
・病院への医療費、税金、社会保険料、公共料金等の支払い手続き
・生活に必要な預貯金の出し入れ等の手続き

★大切な書類等をお預かりします
・銀行の貸金庫で通帳や印鑑、証書などの大切な書類を保管します
※書類預かりのみのサービスは利用できません

【問合せ】本部 日常生活自立支援事業担当（℡８５－７０２４）

１回１，２００円
＊生活保護受給者は無料

月額２５０円

福祉サービスを
利用したいけれ
ど、どこへ相談し
たらいいの？

もの忘れが多く、通
帳や印鑑、大事な書
類などをよくなくし
てしまい困っている。

市役所から書類
が来ても手続き
の仕方が分から
ない。

お金のやりくり
がうまくできず、
いつも支払いが
滞ってしまう…。

　支援を受けることにより自立した生活ができると認められる低所得世帯、障害者、高齢者の属
する世帯を対象に、資金貸付の相談を行っています。本貸付制度は資金種類ごとに要件・条件が
あります。詳細については、本部（℡85-7024）へお問い合わせください。
※貸付には審査があります。希望するすべての方にお貸しできるものではありません。
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